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 振り込め詐欺等の特殊詐欺、悪質な電話勧誘などの被害を未然に防ぐため、高崎市

では高い抑止効果が期待できる、特殊詐欺防止機能がついた電話装置等の購入に対

し補助を行います。 

対象者　下記の①～③のすべての要件を満たす人が対象となります。 

①　本市に住民登録があり、その住所地に居住している方 

②　満７０歳以上の方（当該年度内に満７０歳になる方も含む） 

③　市税に滞納がない方 

※補助金の交付は１世帯につき１回限りです。 

　対象の電話装置等　下記①～②のすべての要件を満たす新品のもの 

　　①　着信時に、「通話が録音されます」等の警告メッセージが自動で流れるもの 

　　②　通話内容が自動で録音でき、市内の自宅に設置するもの 

 

　 

  

　申請方法 

　　裏面の申請の流れをご覧ください。 

 

　補助額 

　　購入費の１/２（上限５，０００円）１００円未満切り捨て 

　　※電話装置等の設置費、付属品の追加購入費用は除く 

 

　申請に必要な添付書類等 

　　①　電話機を購入した際の領収書（申請者氏名、購入年月日及び購入品目が明記されているもの）の原本  

　　②　購入した電話装置等の機能が確認できるカタログ又は取扱説明書の写し 

　　③　申請者名義の振込先口座が確認できる書類（通帳の見開きの写し） 

　　④　申請者の住所、氏名及び生年月日が確認できる身分証明書の写し 

　　 

 

 

 

 

「この電話は、振り込め詐欺などの被害

防止のため、通話内容が録音されます。」

〇〇銀行

口座番号 
氏名　様 
〇〇銀行　印

通帳を１枚めくって、口座番

号、名義人等が記載されてい

る見開きをコピーしてくださ

い。

預金通帳 〇〇〇〇様
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